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別紙７

指定基準の見直し案（介護サービス（既存 ））

○ 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準

Ⅰ 共通事項

＜人員・設備に関する基準＞

① 介護予防サービス事業所との併設の場合における人員の兼務や設備の共用を

認める所要の規定を定めること。

② 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設ける旨の規定を追加する

こと。

※ 訪問系以外の全てのサービス類型に共通

＜運営に関する基準＞

① 利用料等の受領

居宅支援サービス費の規定を削除すること。

② 基本取扱方針

「要介護状態となることの予防に資するよう」という規定を削除すること。

③ 非常災害対策

非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、非常災害に関する具

体的な契約や通報・連携体制について定期的に従業者に周知する旨の規定を追

加すること。

※ 訪問系以外の全てのサービス類型に共通

Ⅱ 個別サービスにおける改正事項

１ 訪問介護

＜運営に関する基準＞

現行の「管理者及びサービス提供責任者の責務」の規定について、サービス提

供責任者の責務を明確化し、次に掲げる事項を規定すること。

・ 指定訪問介護の利用の申込みに係る調整をすること。

・ 利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握すること。

・ サービス担当者会議への出席、利用者に関する情報の共有等居宅介護支援事

業者等との連携に関すること。

・ 訪問介護員に対し、具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに、利
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用者の状況についての情報を伝達すること。

・ 訪問介護員の業務の実施状況を把握すること。

・ 訪問介護員の能力や希望を踏まえた業務管理を実施すること。

・ 訪問介護員に対する研修、技術指導等を実施すること。

・ その他サービス内容の管理について必要な業務を実施すること。

２ 訪問看護

＜人員に関する基準＞

「理学療法士又は作業療法士」に「言語聴覚士」を追加すること。

３ 訪問リハビリテーション

＜人員に関する基準＞

「理学療法士又は作業療法士」に「言語聴覚士」を追加すること。

＜運営に関する基準＞

「訪問リハビリテーションの具体的取扱方針 「訪問リハビリテーション計画」、

の作成」等の規定において 「理学療法士又は作業療法士」とされているところに、

「言語聴覚士」を追加すること。

４ 居宅療養管理指導

＜運営に関する基準＞

現行の「指定居宅療養管理指導の具体的取扱方針」の「医師又は歯科医師の行

う指定居宅療養管理指導の方針」に以下の事項を追加すること。

・ 原則として、サービス担当者会議に参加し、居宅介護支援事業者等に対する

居宅サービス計画の作成等に必要な情報提供を行うこと。

・ サービス担当者会議に参加できない場合には、原則として、文書による情報

提供を行うこと。

・ 利用者又はその家族に対する指導、助言等については、原則として、文書に

よるよう努めること。

５ 通所介護

＜指定療養通所介護サービスに関する基準＞

現行の通所介護の規定に、指定療養通所介護サービスの規定を追加すること。
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(1) 趣旨

現行の人員、設備、運営の基準にかかわらず、指定療養通所介護の事業（指定

通所介護の事業であって、医療ニーズと介護ニーズを併せ持つ在宅の中重度者等

を対象者とし、療養通所介護計画に基づき、入浴、排泄、食事等の介護その他の

日常生活上の世話及び機能訓練を行うものをいう ）の基本方針並びに人員、設。

備及び運営に関する基準については、以下に定めるとおりとすること。

(2) 基本方針

・ 指定療養通所介護の事業は、要介護状態となった場合においても、利用者が

可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営む

ことができるよう、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、

利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体

的及び精神的負担の軽減を図るものであること。

・ 事業者は、指定療養通所介護の提供に当たっては、利用者の主治医や利用し

ている訪問看護事業者等との密接な連携に努めなければならないこと。

(3) 人員に関する基準

① 従業者

・ 利用者：看護・介護職員＝１.５：１以上

・ 常勤専従の看護師を１名以上配置すること。

② 管理者

。 、 、・ 常勤専従で１人配置すること ただし 事業所の管理上支障がない場合は

当該事業所内の他の職務に従事し、又は併設される他の事業所等の職務に従

事することが可能であること。

・ 管理者は看護師であることとし、適切なサービスを提供するために必要な

知識及び技能を有する者とすること。

(4) 設備に関する基準

① 利用定員

定員は５名以内とすること。

② 設備及び備品等

・ 専用の部屋の面積は、８平方メートルに利用定員を乗じた面積以上とする

こと。

・ 指定療養通所介護を行うにふさわしい専用の部屋を有するほか、指定療養

通所介護の提供に必要な設備及び備品を備えなければならないこと。

・ 設備及び備品は、専ら当該指定療養通所介護の事業の用に供するものでな

ければならないこと。
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(5) 運営に関する基準

① 内容及び手続の説明及び同意

事業者は、指定療養通所介護の提供を行っているときに利用者に病状の急

変が生じた場合その他必要な場合の予想されるリスクとその対応策及び主治

の医師及びあらかじめ定めた緊急時対応医療機関との連絡体制について、利

用者に文書を交付して説明を行わなければならないこと。

※ その他の規定は、指定通所介護と同様とすること。

② 心身の状況等の把握

・ 事業者は、指定療養通所介護の提供に当たっては、利用者に係る居宅介護

、 、支援事業者が開催するサービス担当者会議等を通じて 利用者の心身の状況

その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況

等の把握に努めなければならないこと。

・ 指定療養通所介護は、利用者の体調の変化等に応じた適切なサービスを提

供できるよう、特に利用者の主治の医師やその利用する訪問看護事業者等と

の密接な連携を図り、利用者の心身の状況等の把握に努めなければならない

こと。

③ 居宅介護支援事業者等との連携

・ 事業者は、利用者のサービス利用の可否について、主治の医師を含めたサ

ービス担当者会議において検討するため、当該利用者に係る指定居宅介護支

援事業者に対して必要な情報を提供するように努めなければならないこと。

・ 事業者は、利用者に係る指定居宅介護支援事業者に対して、居宅サービス

計画の作成及び変更等に必要な情報を提供するように努めなければならない

こと。

※ その他の規定は、指定通所介護と同様とすること。

④ 指定療養通所介護の具体的取扱方針

指定療養通所介護の方針は、次に掲げるところによるものとする。

・ 指定療養通所介護の提供に当たっては、療養通所介護計画に基づき、利用

者の機能訓練及びその者が日常生活を営むことができるよう必要な援助を行

うこと。

・ 指定療養通所介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利

用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいよ

うに説明を行うこと。

・ 指定療養通所介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な

介護技術をもってサービスの提供を行うこと。
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・ 事業者は、利用者の体調の変化等に応じた適切なサービスを提供できるよ

う、当該利用者の主治の医師や訪問看護事業者等との密接な連携を図り、サ

ービスの提供方法・手順等についての情報の共有を十分に図ること。

・ 指定療養通所介護は、常に利用者の心身の状況を的確に把握しつつ、相談

援助等の生活指導、機能訓練その他必要なサービスを利用者の希望に添って

適切に提供すること。

⑤ 療養通所介護計画の作成

事業所の管理者は、利用者の心身の状況に応じた適切なサービスを提供

するため、当該利用者に係る訪問看護計画が作成されている場合には、当

該訪問看護計画の内容との整合を図りつつ、計画を作成すること。

※ その他の規定は、指定通所介護と同様とすること。

⑥ 緊急時の対応

・ 指定療養通所介護の提供を行っているときに利用者の病状の急変が生じ

た場合等、予想されるリスクとその対応策について、主治の医師を含めて

予め検討し、利用者ごとに策定しておかなければならないこと。

・ 指定療養通所介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じ

た場合その他必要な場合には、速やかに主治の医師又はあらかじめ当該事

業者が定めた緊急時対応医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じな

ければならないこと。

、 、・ 緊急時の対応策については 事業者は主治の医師との密接な連携のもと

利用者の状態の変化に応じて適宜見直すこと。

・ 事業者は、緊急時の対応策について、利用者及び家族に対して十分に説

明し、利用者及びその家族が安心してサービスを利用できるよう配慮しな

ければならないこと。

⑦ 管理者の責務

・ 事業所の管理者は、当該事業所の従業者の管理及び指定療養通所介護の

利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に

行うものとすること。

・ 事業所の管理者は、利用者の療養通所介護計画の作成に関し、必要な指

導及び管理を行わなければならないこと。

・ 事業所の管理者は、利用者の体調の変化等に応じた適切なサービスを提

供できるよう、利用者の主治の医師や訪問看護事業者等との密接な連携を

図り、サービスの提供方法及び手順等についての情報の共有を十分に図る

ことに対して責任を持たなければならないこと。

事業所の管理者は、指定療養通所介護の提供に当たり、適切な環境を整・

備しなければならないこと。
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・ 事業所の管理者は、当該事業所の従業者に運営基準を遵守させるため必

要な指揮命令を行うものとすること。

⑧ 緊急時対応医療機関

・ 事業者は、利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、緊急時対

応医療機関を定めておかなければならないこと。

・ 緊急時対応医療機関は、事業所に併設していなければならないこと。

・ 事業者は緊急時において円滑な対応が図られるよう、当該緊急時対応医

療機関との間であらかじめ必要な事項を取り決めておくこと。

⑨ 安全・サービス提供管理委員会の設置

・ 事業者は、安全かつ適切なサービスの提供を確保するため、地域の医療

関係団体、地域の保健・医療・福祉の専門家等から構成される安全・サー

ビス提供管理委員会を設置しなければならないこと。

・ 委員会は概ね６月に１回以上開催することとし、事故事例等、安全管理

に必要なデータの収集を行うとともに、これらのデータ等もふまえつつ、

事業所における安全かつ適切なサービスの提供を確保するための方策の検

討を行うこと。

・ 事業者は、安全・サービス提供管理委員会における検討をふまえ、必要

に応じて対策を講じなければならないこと。

⑩ 準用

・ 訪問介護の運営に関する基準中、

○提供拒否の禁止、○サービス提供困難時の対応、○受給資格等の確認、

○要介護認定の申請に係る援助、○法定代理受領サービスの提供を受ける

ための援助、○居宅サービス計画に沿ったサービスの提供、○居宅サービ

ス計画の変更の援助、○サービスの提供の記録、○保険給付の請求のため

の証明書の交付 ○利用者に関する市町村への通知、○勤務体制の確保等、

○定員の遵守、○掲示、○秘密保持、○広告、○居宅介護支援事業者に対

する利益供与の禁止、○苦情処理、○事故発生時の対応、○会計の区分

・ 通所介護の運営に関する基準中、

○利用料等の受領、○指定通所介護の基本取扱方針、○運営規定、○非常

災害対策

は、指定療養通所介護について準用する。

６ 短期入所生活介護

＜設備に関する基準＞

「指定短期入所生活介護事業所（ユニット型含む）の建物」の規定に以下の事

項を追加すること。
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都道府県知事等が、火災の予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意

見を聴いて、次のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋建ての事業所の建物であ

って、火災の際の利用者に係る必要な安全性が確保されており、かつ、適切な火

災の予防及び消火活動を行うことが可能であると認めたときは、耐火建築物又は

準耐火建築物とすることを要しないこと。

・ スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用又は

調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、

初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。

・ 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されてお

り、円滑な消火活動が可能なものであること。

・ 避難口の増設、搬送が容易に行えるのに十分な幅員を有する避難路の確保等

により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施するこ

と又は配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なもの

であること。

＜運営に関する基準＞

「勤務体制の確保等 （※ユニット型のみ）の規定において、次に定める通りの」

職員配置をしなければならないことを追加すること。

・ 日中については、ユニットごとに常時１人以上の介護職員又は看護職員を配置

すること。

・ 夜間及び深夜においては、２ユニットごとに１人以上の介護職員又は看護職員

を夜間及び深夜の勤務に従事する職員として配置すること。

・ ユニットごとに常勤のユニットリーダーを配置すること。

７ 短期入所療養介護

＜人員に関する基準＞

老人性認知症疾患療養病棟を有する病院である指定短期入所療養介護事業所に

ついて、看護職員の人員配置の経過措置を規定どおり平成１８年２月２８日まで

とすること。

＜運営に関する基準＞

「勤務体制の確保等 （※ユニット型のみ）の規定において、次に定める通りの」

職員配置をしなければならないことを追加すること。

・ 日中については、ユニットごとに常時１人以上の介護職員又は看護職員を配置
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すること。

・ 夜間及び深夜においては、２ユニットごとに１人以上の介護職員又は看護職員

を夜間及び深夜の勤務に従事する職員として配置すること。

・ ユニットごとに常勤のユニットリーダーを配置すること。

８ 特定施設入居者生活介護

＜特定施設入居者生活介護＞

(1) 共通事項

「入所者」を「入居者」に改めること。

(2) 人員に関する基準

「看護職員・介護職員」の規定を以下のように改正すること。

・ 要介護者である利用者：看護・介護職員＝３：１（常勤換算）

・ 看護職員

利用者が３０人までは１人、３０人を超える場合は５０人又はその端数

ごとに１人とすること。

・ 介護職員

常に１以上の介護職員を確保すること。

・ 看護職員、介護職員ともに１人以上は常勤であること。

(3) 設備に関する基準

現行の規定に以下の規定を追加又は改正すること。

① 指定特定施設の建物

耐火建築物、準耐火建築物とすることを要しない例外規定について、短期

入所生活介護と同様の事項を追加すること。

② 居室

個室とすること。ただし、夫婦であるなど、利用者の処遇上必要と認めら

れる場合は、二人とすることができるものとする。

※ 現に存する指定特定施設の四人以下の居室については適用しない。

(4) 運営に関する基準

現行の規定に以下の規定を追加すること。

（地域との連携等）

・ 事業者は、その事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活
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動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならないこ

ととすること。

・ 事業者は、その運営に当たっては、提供した指定特定施設入居者生活介

護に関する利用者からの苦情に関して、市町村等が派遣する者が相談及び

援助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努めなけれ

ばならないこととすること。

※ 現行の基準上は、認知症対応型共同生活介護における規定を準用してい

たが、認知症対応型共同生活介護が地域密着型サービスに移行するため、

特定施設入居者生活介護の基準において規定する。

＜外部サービス利用型特定施設入居者生活介護＞

(1) 趣旨

外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の事業（指定特定施設入居

者生活介護の事業であって、当該指定特定施設の従業者により、特定施設サー

ビス計画の作成、利用者の安否の確認、利用者の生活相談等を行い、当該指定

特定施設の事業者が委託する指定居宅サービス事業者（受託居宅サービス事業

者）によって、特定施設サービス計画に基づき、入浴、排せつ、食事等の介護

その他の日常生活上の世話、機能訓練及び療養上の世話を行うものをいう ）。

の基本方針並びに人員、設備及び運営に関する基準について定めること。

(2) 基本方針

・ 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の事業は、特定施設サー

ビス計画に基づき、受託居宅サービス事業者による介護サービスを適切かつ

円滑に提供することにより、利用者が要介護状態になった場合でも、当該指

定特定施設においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことがで

きるようにすること。

・ 事業者は、安定的かつ継続的な事業運営に努めること。

(3) 人員に関する基準

① 従業者

○ 生活相談員

・ 利用者：生活相談員＝１００：１（常勤換算）

・ 常勤専従で１人以上配置すること。ただし、利用者の処遇に支障がな

、 。い場合に限り 同一施設内の他の職務に従事することが可能であること

○ 介護職員

要介護である利用者：介護職員＝１０：１（常勤換算）

○ 計画作成担当者
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・ 利用者：計画作成担当者＝１００：１（常勤換算）

・ 常勤専従で１人以上配置すること。ただし、利用者の処遇に支障がな

、 。い場合に限り 同一施設内の他の職務に従事することが可能であること

・ 介護支援専門員であること。

※ 養護老人ホームである特定施設については、平成２１年３月３１日ま

での間は、介護支援専門員でない者をもって充てることができる。

○ 当該事業所における業務に携わる従業員の員数は、常に１人以上確保す

ること。

② 管理者

専従で１人配置すること。ただし、施設の管理上支障がない場合は、当該

施設内の他の職務に従事し、又は併設される他の事業所等の職務に従事する

ことが可能であること。

(4) 設備に関する基準

① 指定特定施設の建物（利用者の日常生活のために使用しない附属の建物を

除く）

特定施設入居者生活介護の規定を準用すること。

② 居室

・ 個室とすること。ただし、夫婦であるなど、利用者の処遇上必要と認め

られる場合は、二人とすることができるものとする。

※ 養護老人ホームである特定施設については適用しない。

※ 現に存する特定施設の四人以下の居室については適用しない。

・ プライバシーの保護に配慮し、介護を行える適当な広さであること。

・ 地階に設けてはならないこと。

・ 便所及び浴室は、身体の不自由な者が使用するのに適したものとするこ

と。

・ 一以上の出入り口は、避難上有効な空き地、廊下又は広間に直接面して

設けること。

・ 非常通報装置又はこれに代わる設備を設けること。

③ 食堂

・ 食堂を有すること。

・ 居室の面積が二十五平方メートル以上である場合には、設けないことが

できるものとすること。

④ その他

・ 利用者が車椅子で円滑に移動することが可能な空間と構造を有するもの
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であること。

・ 構造設備の基準については、建築基準法及び消防法の定めるところによ

ること。

(5) 運営に関する基準

① 内容及び手続きの説明及び契約の締結等

・ 事業者は、入居申込者又はその家族に対し、運営規程の概要、従業者の

勤務の体制、外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者と受

託居宅サービス事業者の業務の分担の内容、受託居宅サービス事業者及び

事業所の名称並びに居宅サービスの種類、利用料の額及びその改定の方法

その他の入居申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記

した文書を交付して説明を行い、入居及び外部サービス利用型指定特定施

設入居者生活介護の提供に関する契約を文書により締結しなければならな

いこととすること。

※ 養護老人ホームである特定施設については、入居に当たっての契約は

不要であること。

・ 事業者は、前項の契約において、入居者の権利を不当に狭めるような契

約解除の条件を定めてはならないこと。

・ 事業者は、より適切な外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護

を提供するため利用者を他の居室に移して介護を行うこととしている場合

にあっては、利用者が当該居室に移る際の当該利用者の意思の確認等の適

切な手続をあらかじめ契約に係る文書に明記しなければならないこと。

・ 重要事項の電磁的方法による利用者への交付については、訪問介護の規

定と同様とすること。

② 介護サービスの提供

・ 事業者は、特定施設サービス計画に基づき、受託居宅サービス事業者に

より、適切かつ円滑に介護サービスが提供されるよう、必要な措置を講じ

なければならないこと。

・ 事業者は、受託居宅サービス事業者がサービスを提供した場合にあって

は、提供した日時、時間、具体的なサービスの内容等を当該受託居宅サー

ビス事業者から、文書により報告させなければならないこと。

③ 運営規程

事業者は、指定特定施設ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要

事項に関する規程（運営規程）を定めておかなければならないこと。

・ 事業の目的及び運営の方針

・ 特定施設従業者の職種、員数及び職務内容

・ 入居定員及び居室数
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・ 外部サービス利用型特定施設入居者生活介護の内容及び利用料その他の

費用の額

・ 受託居宅サービス事業者及び事業所の名称及び所在地

・ 利用者が他の居室に移る場合の条件及び手続

・ 施設の利用に当たっての留意事項

・ 緊急時等における対応方法

・ 非常災害対策

・ その他運営に関する重要事項

④ 勤務体制の確保等

・ 事業者は、利用者に対し、適切な外部サービス利用型指定特定施設入居

者生活介護その他のサービスが提供されるよう、従業者の勤務の体制を定

めておかなければならないこと。

・ 事業者は、当該指定特定施設の従業者によって特定施設サービス計画の

作成、利用者の安否の確認、利用者の生活相談等を行わなければならない

こと。ただし、当該事業者が業務の管理及び指揮命令を確実に行うことが

できる場合は、この限りでないこと。

・ 事業者は、業務の全部又は一部を委託により他の事業者に行わせる場合

にあっては、当該事業者の業務の実施状況について定期的に確認し、その

結果等を記録しなければならないこと。

・ 事業者は、特定施設従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確

保しなければならないこと。

⑤ 受託居宅サービス事業者への委託

・ 事業者が、受託居宅サービス事業者に対して、介護サービスの提供に関

する業務を委託する旨の契約は、受託居宅サービスの事業所ごとに文書に

より締結しなければならないこと。

・ 受託居宅サービス事業者が提供する居宅サービスの種類は、指定訪問介

護、指定訪問入浴介護、指定訪問看護、指定訪問リハビリテーション、指

定通所介護、指定通所リハビリテーション及び指定福祉用具貸与とするこ

と。

・ 事業者は、指定に際し、指定訪問介護、指定訪問看護、指定通所介護を

提供する受託居宅サービス事業者と契約を締結し、当該受託居宅サービス

事業所の名称及び所在地並びに受託居宅サービス事業者の名称及び所在地

を事前に都道府県知事に届け出なければならないこと。

・ 他の居宅サービスについては、利用者の要望に応じて、適宜契約を締結

するものとすること。

・ 事業者は、業務について、受託居宅サービス事業者に必要な管理及び指

揮命令を行うものとすること。
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⑥ 記録の整備

○ 事業者は、従業者、設備、備品、会計及び受託居宅サービス事業者に関

する諸記録を整備しておかなければならないこと。

○ 事業者は、利用者に対する外部サービス利用型指定特定施設入居者生活

介護の提供に関する次の記録を整備し、その完結の日から二年間保存しな

ければならないこと。

・ 特定施設サービス計画

・ 受託居宅サービス事業者からの報告に係る記録

・ 市町村への通知に係る記録

・ 苦情の内容等の記録

・ 事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

・ 提供した具体的なサービスの内容等の記録

・ 身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊

急やむを得ない理由の記録

・ 委託により他の事業者に業務を行わせる場合の業務の実施状況につい

ての確認結果の記録

・ 代理受領の要件である利用者の同意を得た旨等が記載された書類

⑦ 準用

・ 訪問介護の運営に関する基準中、

○受給資格等の確認、○要介護認定等の申請に係る援助、○保険給付の請

求のための証明書の交付、○利用者に関する市町村への通知、○掲示、○

秘密保持、○広告、○居宅介護支援事業者に対する利益供与の禁止、○苦

情処理、○事故発生時の対応、○会計の区分、

・ 訪問入浴介護のサービスの取扱に関する基準以外の基準中、

○緊急時等の対応、○管理者の責務、

・ 通所介護の運営に関する基準中、

○非常災害対策、○衛生管理等、

・ 特定施設入居者生活介護の運営に関する基準中、

○指定特定施設入居者生活介護の提供の開始等、○法定代理受領サービス

を受けるための利用者の同意、○サービスの提供の記録、○利用料等の受

領、○指定特定施設入居者生活介護の取扱方針、○特定施設サービス計画

、 、 、 、の作成 ○相談及び援助 ○利用者の家族との連携等 ○協力医療機関等

○地域との連携等、

は、外部サービス利用型特定施設入居者生活介護について準用する。

９ 福祉用具貸与

＜運営に関する基準＞

以下の事項を追加すること。
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居宅サービス計画に福祉用具貸与が位置づけられる場合には、福祉用具専門相

談員は、当該計画に福祉用具貸与が必要な理由が記載され、また、介護支援専門

員により、少なくとも６月に１度その理由について検証がなされた上で、継続が

必要な場合にはその理由が居宅サービス計画に記載されるように措置しなければ

ならないこと。

10 特定福祉用具販売

(1) 基本方針

指定居宅サービスに該当する特定福祉用具販売の事業は、要介護状態となっ

た場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能

力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の心身の状況、希

、 、望及びその置かれている環境を踏まえた適切な福祉用具の選定の援助 取付け

調整等を行い、福祉用具を販売することにより、利用者の日常生活上の便宜を

図り、その機能訓練に資するとともに、利用者を介護する者の負担の軽減を図

るものでなければならないこと。

(2) 人員に関する基準

① 従業者

福祉用具専門相談員 常勤換算２名以上配置すること。

② 管理者

常勤専従の管理者を１名置くこと。ただし、事業所の管理上支障がない場

合は、当該事業所の他の職務に従事し、又は併設される他の事業所等の職務

に従事することが可能。

(3) 設備に関する基準

事業者は、事業の運営を行うために必要な広さの区画を有するほか、特定福

祉用具販売の提供に必要なその他の設備及び備品等を備えなければならないこ

と。

(4) 運営に関する基準

① サービスの提供の記録

事業者は、特定福祉用具販売を提供した際には、提供した具体的なサービ

スの内容を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、文書の

交付やその他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければ

ならないこと。

② 特定福祉用具販売に要した費用等の受領
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・ 事業者は、特定福祉用具販売を提供した際には、法第４４条第３項に規定

する「現に当該特定福祉用具の購入に要した費用の額」の支払いを受けるも

のとすること。

・ 通常の実施地域以外の交通費、搬入に特別な措置が必要な場合の措置に要

する費用については、利用者又は家族に対して、サービスの内容及びその費

用について説明を行い、別途受領することとすること。

③ 保険給付の申請に必要となる書類等の交付

事業者は、特定福祉用具販売に係る費用の支払いを受けた場合は、当該事

業者の名称、提供した特定福祉用具販売の種目、品目の名称、費用の額その

他必要と認められる事項を記載した証明書、領収書及び当該特定福祉用具の

パンフレットその他の当該特定福祉用具の概要を記載した書面を利用者に対

。して交付しなければならないこと

④ 特定福祉用具販売の具体的取扱方針

・ 福祉用具専門相談員は、特定福祉用具販売の提供に当たっては、利用者の

心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえ、特定福祉用具が適切

に選定され、かつ、使用されるよう、専門的知識に基づき相談に応じるとと

もに、目録等の文書を示して、特定福祉用具の機能、使用方法、販売費用等

に関する情報を提供し、個別の特定福祉用具の販売に係る同意を得なければ

ならないこと。

・ 福祉用具専門相談員は、特定福祉用具販売の提供に当たっては、販売する

特定福祉用具の機能、安全性、衛生状態等に関し、点検を行わなければなら

ないこと。

・ 福祉用具専門相談員は、特定福祉用具販売の提供に当たっては、利用者の

身体の状況等に応じて特定福祉用具の調整を行うとともに、当該特定福祉用

具の使用方法、使用上の留意事項、故障時の対応等を記載した文書を利用者

に交付し、十分な説明を行った上で、必要に応じて利用者に実際に当該特定

福祉用具を使用させながら使用方法の指導を行うこと。

・ 居宅サービス計画に特定福祉用具販売が位置づけられる場合には、福祉用

具専門相談員は、当該計画に特定福祉用具販売が必要な理由が記載されるよ

うに措置しなければならないこと。

・ 居宅サービス計画が作成されていない場合は、福祉用具専門相談員は福祉

用具購入費の申請時に当該特定福祉用具販売の提供が必要な理由等がわかる

書類を確認しなければならないこと。

⑤ 準用

・ 訪問介護の運営に関する基準中、

○内容及び手続の説明及び同意、○提供拒否の禁止、○サービス提供困難時

の対応、○受給資格等の確認、○要介護者認定等の申請に係る援助、○心身



- 16 -

の状況等の把握、○居宅介護支援事業者等との連携、○居宅サービス計画に

沿ったサービスの提供、○居宅サービス計画の変更の援助、○身分を証する

、 、 、 、書類の携行 ○利用者に関する市町村への通知 ○衛生管理等 ○秘密保持

○広告、○居宅介護支援事業者に対する利益供与の禁止、○苦情処理、○事

故発生時の対応、○会計の区分、

・ 訪問入浴介護の運営に関する基準中、

○管理者の責務、○記録の整備

・ 通所介護の運営に関する基準中、

○勤務体制の確保等

・ 福祉用具貸与の運営に関する基準中、

○基本取扱方針、○運営規定、○適切な研修の機会の確保、○福祉用具の取

扱種目、○掲示及び目録の備え付け

は、特定福祉用具販売について準用する。
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○ 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準

１ 基本方針

事業者が事業の運営に当たって連携に努めるべき機関に 「地域包括支援センタ、

ー」を追加すること。

２ 人員に関する基準

(1) 従業者

指定居宅介護支援の提供に当たる介護支援専門員の員数の標準は、利用者の

数が３５人又はその端数を増すごとに１人とすること。

(2) 管理者

管理者は、介護支援専門員でなければならないこと。

※ 既存事業所については、平成１９年３月３１日までの間は、介護支援専門員

でない者をもって充てることができる。

３ 運営に関する基準

「居宅介護支援の具体的取扱方針」の規定に以下の内容を追加すること。

、 、・ 介護支援専門員は 居宅サービス計画を新規に作成した場合や要介護更新認定

要介護状態区分の変更認定を受けた場合については、原則としてサービス担当者

会議を必ず開催すること。ただし、サービス担当者会議を開催しないことについ

て、やむを得ない理由がある場合については、担当者に対する照会等によること

で差し支えないこと。

・ 各サービス担当者が利用者の状況を把握し、介護支援専門員等と当該情報を共

有することを、サービス担当者会議の目的として明確化すること。

・ 介護支援専門員は、特段の事情のない限り、少なくとも１月に１回、モニタリ

ングの結果を記録しなければならないこと。

・ 介護支援専門員は、居宅サービス計画に福祉用具貸与を位置づける場合にあっ

ては、当該計画に福祉用具貸与が必要な理由を記載するとともに、少なくとも６

月に１度サービス担当者会議を開催し、その継続の必要性について検証をした上

で、継続が必要な場合にはその理由を居宅サービス計画に記載しなければならな

いこと。

・ 介護支援専門員は、居宅サービス計画に福祉用具販売を位置づける場合にあっ

ては、当該計画に福祉用具販売が必要な理由を記載しなければならないこと。

・ 介護支援専門員は、要介護認定を受けている利用者が要支援認定を受けた場合

には、地域包括支援センターに当該利用者に係る必要な情報を提供する等の連携

を図るものとすること。

・ 指定居宅介護支援事業者は、指定介護予防支援事業者から介護予防支援業務の

委託を受けるに当たっては、当該事業所の介護支援専門員１人当たり８件を上限
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とするとともに、その業務量等を勘案し、当該業務が適正に実施できるよう配慮

しなければならないこと。

※ 既存事業所については、平成１８年９月３０日までの介護予防支援業務の委

託件数の上限は、適用しない。
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○ 指定介護老人福祉施設・介護老人保健施設・指定介護療養型医療施設

する基準の人員、設備（施設）及び運営に関

Ⅰ 三施設共通事項

＜人員に関する基準＞

平成１５年３月３１日時点で現に存する施設について、業務を委託して介護支

援専門員を置かなくてもよいとする経過措置を、規定通り平成１８年３月３１日

までとすること。

＜運営に関する基準＞

① 感染症対策体制の徹底

施設において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次に掲

げる措置を講じなければならないことを追加すること。

・ 当該施設における感染症又は食中毒の予防及びまん延の防止のための対策

を検討する委員会を１月に１回程度、定期的に開催するとともに、その結果

について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。

・ 当該施設における感染症又は食中毒の予防及びまん延の防止のための指針

を整備すること。

・ 当該施設において、介護職員その他の従業者に対し、感染症又は食中毒の

予防及びまん延の防止のための研修を定期的に実施すること。

・ 上記に掲げるもののほか、別に厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒が

疑われる際の対処等に関する手順（※）に沿った対応を行うこと。

別に厚生労働大臣が定める手順（※）

感染性胃腸炎の集団発生を受けて発出した平成１７年２月２２日通知

の内容等を参考に規定。

② 施設における介護事故発生の防止等

「事故発生時の対応」の規定に、事故が発生又は再発することを防止するた

め、次の措置を講じなければならない旨を追加すること。

・ 事故が発生した場合の対応、次に規定する報告の方法等が記載された事故

発生の防止のための指針を整備すること。

・ 事故が発生した時又はそれに至る危険性がある事態が生じた時に、当該事

実が報告され、その分析を通じた改善策を従業者に周知徹底する体制を整備

すること。

・ 事故発生の防止のための委員会及び介護職員その他の従業者に対する研修

を定期的に行うこと。
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③ 褥瘡防止対策

「介護」又は「看護及び医学的管理の下における介護」の規定に、褥瘡が

発生しないよう適切な介護を行うとともに、その発生を防止するための体制

を整備しなければならない旨を追加すること。

④ 勤務体制の確保等（※ユニット型のみ）

次に定める通りの職員配置をしなければならないことを追加すること。

・ 日中については、ユニットごとに常時１人以上の介護職員又は看護職員を

配置すること。

・ 夜間及び深夜においては、２ユニットごとに１人以上の介護職員又は看護

職員を夜間及び深夜の勤務に従事する職員として配置すること。

・ ユニットごとに常勤のユニットリーダーを配置すること。

Ⅱ 個別施設における改正事項

１ 指定介護老人福祉施設

医師、生活相談員、介護支援専門員及び管理者について、サテライト型居住施

設（当該施設を設置しようとする者により設置される特別養護老人ホームとの密

接な連携を確保しつつ、当該特別養護老人ホームとは別の場所で運営される指定

） 。地域密着型介護老人福祉施設 との連携に対応した所要の規定の整備を行うこと

２ 介護老人保健施設

＜設備に関する基準＞

・ 耐火建築物、準耐火建築物とすることを要しない例外規定について、指定居宅

サービスの短期入所生活介護と同様の事項を追加すること。

・ 病床転換による介護老人保健施設に関する経過措置について、平成１８年３月

３１日までに開設されるものであったのを、当分の間延長すること。

＜在宅復帰支援型介護老人保健施設に関する基準について＞

（ 、在宅復帰支援型介護老人保健施設 当該施設を設置しようとする者に設置され

当該施設に対する支援機能を有する介護老人保健施設との密接な連携を確保しつ

つ、当該介護老人保健施設とは別の場所で運営される定員２９人以下の介護老人

保健施設又は病院若しくは診療所に併設される定員２９人以下の介護老人保健施

設）については、人員、施設等の基準（ユニット型、一部ユニット型も含む）に
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ついて所要の規制緩和を行うこと。

３ 指定介護療養型医療施設

＜人員に関する基準＞

老人性認知症疾患療養病棟を有する病院である指定介護療養型医療施設につい

て、看護職員の人員配置の経過措置を規定通り平成１８年２月２８日までとする

こと。

＜設備に関する基準＞

※ 介護報酬上の療養環境減算のそれぞれの廃止に対応して、設備基準に関する経

過措置を改正すること。

＜運営に関する基準＞

「指定介護療養型医療施設は、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよ

う努めなければならない」という規定を追加すること。


